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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の前方に存在する障害物を検出する障害物検出手段と、
　自車両の運動状態を検出する運動状態検出手段と、
　前記自車両の運動状態を参照して、前記障害物に自車両が接触することを回避するため
の回避軌道を複数生成する回避軌道生成手段と、
　運転者による自車両の操作を検出する運転操作検出手段と、
　前記複数の回避軌道の中から、前記運転者による自車両の操作に適合する回避軌道を選
択する回避軌道選択手段と、
　前記回避軌道選択手段によって選択された回避軌道に基づいて自車両を走行制御する走
行制御手段と、
　前記選択された回避軌道を処理対象として、前記障害物検出手段および前記運動状態検
出手段の検出結果に基づいて、当該回避軌道と略直交方向に延在する所定範囲における前
記障害物との接触可能性をリスクとして演算するリスク演算手段と、
　前記リスク演算手段によって演算されるリスクが小さいほど、前記走行制御手段による
走行制御を抑制する抑制手段と、
　前記選択された回避軌道に対する自車両の走行状況に応じて、運転者の操舵操作に対す
る操舵反力を調整する操舵反力調整手段と
を有することを特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項２】
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　前記走行制御手段は、前記選択された回避軌道に基づいて、車両が回避軌道に追従する
ための目標操舵角を算出し、前記算出された目標操舵角と現在の車輪の操舵角との操舵角
偏差を減少させるための制御量を算出するとともに、前記算出された制御量に基づいて、
自車両を走行制御することを特徴とする請求項１に記載された車両の走行制御装置。
【請求項３】
　前記走行制御手段は、車輪の操舵角が前記目標操舵角と対応した時の回転位置を基準位
置として、当該基準位置からの操舵角の増加に応じて操舵反力が増加するように操舵反力
を制御しており、
　前記操舵反力調整手段は、前記操舵角偏差が大きい程、基準位置からの操舵角の増加に
応じた操舵反力の増加がさらに大きくなるように、前記走行制御手段による操舵反力の調
整を行うことを特徴とする請求項２に記載された車両の走行制御装置。
【請求項４】
　前記走行制御手段は、操舵制御とともに制動制御に行うことを特徴とする請求項１から
３のいずれか一項に記載された車両の走行制御装置。
【請求項５】
前記操舵反力調整手段は、運転者の操舵操作の操作力の増加に応じて前記操舵反力を減少
させることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載された車両の走行制御装置
。
【請求項６】
　前記回避軌道生成手段は、右方向への操舵によって障害物との接触を回避する回避軌道
と、左方向への操舵によって障害物との接触を回避する回避軌道とを生成することを特徴
とする請求項１から５のいずれか一項に記載された車両の走行制御装置。
【請求項７】
　前記回避軌道選択手段は、前記運転操作検出手段によって運転者による右方向への操舵
操作が検出された場合、右方向への操舵によって障害物との接触を回避する回避軌道を選
択し、
　前記運転操作検出手段によって運転者による左方向への操舵操作が検出された場合、左
方向への操舵によって障害物との接触を回避する回避軌道を選択することを特徴とする請
求項６に記載された車両の走行制御装置。
【請求項８】
　前記回避軌道選択手段は、運転者による操作がないと判断した場合、制御の開始地点が
最も障害物に近い回避軌道を選択することを特徴とする請求項６または７に記載された車
両の走行制御装置。
【請求項９】
　自車両の運動状態を参照して、障害物に自車両が接触することを回避するための回避軌
道を複数生成し、
　前記複数の回避軌道の中から、運転者による自車両の操作に対応する回避軌道を選択し
、
　回避軌道を処理対象として、前記障害物および車両の運動状態に基づいて、当該回避軌
道と略直交方向に延在する所定範囲における前記障害物との接触可能性をリスクとして演
算し、
　前記選択された回避軌道に基づいて自車両を走行制御しており、当該走行制御の際に、
演算されたリスクが小さいほど走行制御を抑制するとともに、前記走行制御に応じて運転
者の操舵操作に対する操舵反力を調整することを特徴とする車両の走行制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の走行制御装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、車両の走行状況および運転者の操作状況に応じて、車両が障害物に接触する
ことを回避するために車両の運動状態の制御（走行制御）を行う手法が知られている。
また、同様の技術として、車線に沿って車両が走行するように車両の運動状態の制御（走
行制御）を行う手法も知られている。車線に沿わせるための走行制御の途中で車両の向き
を変化させる場合には、人間が運転の主体者になるため、走行制御中でも運転者の意思に
よる介入を行い得るように構成された手法も知られている（例えば、特許文献１参照）。
このような手法によれば、システム側から運転に適した情報を運転者が認識しやすい形で
提供するために、車両が車線に沿って走行するために必要な情報を操舵力および操舵角度
の形に変換して運転者に伝える。これにより、運転者はこれらの情報を参酌しつつ自らの
意思で車両を運転することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３５６９５８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、接触回避のための走行制御においては、特許文献１に開示された手法を
適用した場合には、以下に示すような不都合が懸念される。例えば、運転者自身が認識す
る外界の状況に応じた運転者の操舵と、制御介入による操舵との間にギャップが生じるこ
とがあり、この場合、運転者に対して違和感を与えてしまう虞がある。また、このような
違和感を解消すべく、状況に応じて制御介入による操舵を抑制することも考えられるが、
この場合であっても、適切な回避軌道への誘導を行うことも重要である。
【０００５】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、車両が障害物に接触す
ることを回避するための走行制御を行う際に、運転者に与える違和感を低減するとともに
、回避軌道への誘導を適切に行うことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる課題を解決するために、本発明は、運転者の操作に適合する回避軌道に基づいて
自車両を走行制御する。また、この際、回避軌道を処理対象として、障害物および運動状
態の検出結果に基づいて、回避軌道と略直交方向に延在する所定範囲における障害物との
接触可能性をリスクとして演算する。この場合、演算されるリスクが小さいほど、走行制
御が抑制されるとともに、回避軌道に対する自車両の走行状況に応じて、運転者の操舵操
作に対する操舵反力が調整される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、実際の軌道と、選択した回避軌道とに偏差が生じていても、リスクが
小さい場合には、制御抑制量が大きくなるので、走行制御による操舵介入量が小さくなる
。そのため、運転者自身が認識する外界の状況に応じた運転者の操舵と、制御介入による
操舵との間に生じるギャップが抑制される。これにより、運転者が覚える違和感の低減を
図ることができる。また、このような違和感を低減した走行制御を行った場合でも、選択
された回避軌道に対する自車両の走行状況に応じて操舵反力を調整することで、操舵反力
を通じて運転者に回避軌道を認識させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態にかかる車両の走行制御装置１０が適用された車両を模式的に示
す説明図
【図２】コントローラ３０の機能的な構成を示すブロック図
【図３】第１の実施形態にかかる走行制御方法を示すフローチャート
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【図４】回避軌道の説明図
【図５】軌道直交方向に延在にする所定範囲におけるリスクの説明図
【図６】リスクと指令トルクに対する補正量との関係を示す説明図
【図７】リスクと指令トルクに対する補正量との関係を示す説明図
【図８】操舵反力と操舵角偏差との関係を示す説明図
【図９】第２の実施形態にかかる車両の走行制御装置１０の構成を示すブロック図
【図１０】第２の実施形態にかかる走行制御方法を示すフローチャート
【図１１】第３の実施形態にかかる走行制御方法を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態にかかる車両の走行制御装置１０が適用された車両を
模式的に示す説明図である。この車両の走行制御装置１０は、車両が障害物に接触するこ
とを回避するために車両の運動状態の制御（走行制御）を行う装置であり、検出系、コン
トローラ３０およびアクチュエータ４０，４１を主体に構成されている。
【００１０】
　レーダ２０は、車両の進行方向における物体までの距離および位置を検出する。レーダ
２０としては、レーザレーダやミリ波レーダなどを用いることができる。例えば、レーダ
２０としてレーザレーダを用いた場合、このレーダ２０は、車両前方にレーザ光を照射し
、前方に存在する物体からの反射光を受光系で受光する。そして、レーダ２０は、レーザ
発射時点と反射光の受光時点との時間差を検出することにより、車両と物体との間の距離
および位置を検出する。
【００１１】
　カメラ２１は、車両前方を撮像することにより、撮像画像を画像処理装置２２に出力す
る。画像処理装置２２は、カメラ２１からの撮像画像を処理することにより、前方に存在
する物体や道路環境等の走行環境情報を検出する。
【００１２】
　ヨーレートセンサ２３は、車両１に発生するヨーレートを検出する。Ｇセンサ２４は、
車両の前後方向(車長方向)の加速度（以下「前後加速度」という）を検出するとともに、
車両の横方向（車幅方向）の加速度（以下「横加速度」という）を検出する。車輪速セン
サ２５は、車両１の各車輪の回転速度を検出することにより、車両の速度（車速）を検出
する。
【００１３】
　操舵角センサ２６は、運転者が操作するハンドルの回転角を操舵角として検出する。こ
の操舵角は、直進走行に対応するハンドルの中立状態を基準として、左方向または右方向
といった操舵方向とともに操舵角を検出する。操舵トルクセンサ２７は、運転者のハンド
ル操作によって加えられる操舵トルクを検出する。この操舵トルクは、直進走行に対応す
るハンドルの中立状態を基準として、左方向または右方向といった操舵方向とともに操舵
トルクを検出する。
【００１４】
　図２は、コントローラ３０の機能的な構成を示すブロック図である。コントローラ３０
は、システム全体を統合的に制御する機能を担っており、制御プログラムに従って動作す
ることにより、障害物を回避するための走行制御を行う。コントローラ３０としては、Ｃ
ＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏインターフェースを主体に構成されたマイクロコンピュー
タを用いることができる。このコントローラ３０は、検出系によって検出される各種の情
報に基づいて、種々の演算を行い、この演算結果に応じた制御信号をアクチュエータ４０
，４１に出力することにより、車両の運動状態の制御（走行制御）を行う。
【００１５】
　コントローラ３０は、これを機能的に捉えた場合、障害物検出部３１、運動状態検出部
３２、運転操作検出部３３、回避軌道生成部３４、回避軌道選択部３５、リスク演算部３
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６、制御抑制部３７、操舵反力調整部３８および走行制御部３９を有している。
【００１６】
　障害物検出部３１は、レーダ２０から検出信号を読み込むとともに、画像処理装置２２
から処理結果を読み込む。障害物検出部３１は、読み込んだ情報に基づいて、自車両と接
触する可能性のある物体を障害物として検出する（障害物検出手段）。障害物検出部３１
による検出結果は、回避軌道生成部３４、リスク演算部３６および制御抑制部３７にそれ
ぞれ出力される。
【００１７】
　運動状態検出部３２は、ヨーレートセンサ２３、Ｇセンサ２４および車輪速センサ２５
から検出信号をそれぞれ読み込む。運動状態検出部３２は、読み込んだ各情報から車両の
運動状態を検出する（運動状態検出手段）。運動状態検出部３２による検出結果は、回避
軌道生成部３４およびリスク演算部３６にそれぞれ出力される。
【００１８】
　運転操作検出部３３は、操舵角センサ２６および操舵トルクセンサ２７から検出信号を
それぞれ読み込む。運転操作検出部３３は、読み込んだ情報に基づいて、運転者による運
転操作を検出する（運転操作検出手段）。運転操作検出部３３による検出結果は、回避軌
道選択部３５および操舵反力調整部３８に対してそれぞれ出力される。
【００１９】
　回避軌道生成部３４は、障害物の検出結果と車両の運動状態とに基づいて、障害物との
接触を回避するための回避軌道を複数生成する（回避軌道生成手段）。回避軌道生成部３
４によって生成された複数の回避軌道は、回避軌道選択部３５に出力される。
【００２０】
　回避軌道選択部３５は、運転者の運転操作に基づいて、生成された複数の回避軌道のな
かから、運転者の運転操作に適合する回避軌道を選択する（回避軌道選択手段）。回避軌
道選択部３５によって選択された回避軌道は、リスク演算部３６、操舵反力調整部３８お
よび走行制御部３９にそれぞれ出力される。
【００２１】
　リスク演算部３６は、障害物の検出結果と車両の運動状態とに基づいて、リスクを演算
する（リスク演算手段）。このリスクは、自車両の進行方向（回避軌道）と略直交方向（
以下「軌道直交方向」という）に延在する所定範囲における障害物との接触可能性を示す
指標である。本実施形態において、リスク演算部３６は、回避軌道選択部３５によって選
択された回避軌道に対応して、リスクを演算する。リスク演算部３６によって演算された
回避軌道に対応するリスクは、制御抑制部３７に対して出力される。
【００２２】
　制御抑制部３７は、演算されたリスクと、障害物の検出結果とに基づいて、制御抑制量
を演算する（抑制手段）。制御抑制量は、後述する走行制御部３９が、選択された回避軌
道に追従するための走行制御を行う場合において、これを抑制するために必要な制御量で
ある。制御抑制部３７によって演算された制御抑制量は、走行制御部３９に対して出力さ
れる。
【００２３】
　操舵反力調整部３８は、選択された回避軌道に対する自車両の走行状況に応じて、運転
者の操舵操作に対する操舵反力を調整する（操舵反力調整手段）。具体的には、操舵反力
調整部３８は、選択された回避軌道に対する自車両の走行状況に応じた操舵反力を付与す
るための制御量を演算する。
【００２４】
　走行制御部３９は、選択された回避軌道と、制御抑制部３７によって演算された制御抑
制量と、操舵反力調整部３８によって演算された制御量とに基づいて、選択された回避軌
道を自車両が走行するための走行制御量を演算する。そして、走行制御部３９は、走行制
御量に基づいて、アクチュエータ４０，４１を制御することにより、走行制御、すなわち
、車両の運動状態を制御する（走行制御手段）。
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【００２５】
　操舵アクチュエータ４０は、車輪に横力を付与する（すなわち、車両に横加速度を付与
する）アクチュエータであり、例えば、運転者の操舵をアシストするアシストトルクを付
与するアシストモータも含む。この操舵アクチュエータ４０は、車輪に任意の操舵角を付
与させて車両の操舵動作を行うことができるとともに、運転者に対する操舵反力を調整す
ることができる。
【００２６】
　図３は、第１の実施形態にかかる走行制御方法を示すフローチャートである。このフロ
ーチャートに示す処理は、車両のイグニッションスイッチがオンされると呼び出され、所
定の周期でコントローラ３０によって実行される。
【００２７】
　ステップ１０（Ｓ１０）において、障害物検出部３１は、レーダ２０と画像処理装置２
２とからの入力情報に基づいて、車両が走行可能な領域（以下「走行路」という）と、走
行路内に存在する物体とを検出する。なお、走行路等の検出方法は本願の出願時点で既に
公知であるので詳細な説明は省略する。走行路の検出方法については、例えば、特許第３
５２１８６０号公報に開示されているので、必要ならば参照されたい。
【００２８】
　ステップ１１（Ｓ１１）において、障害物検出部３１は、ステップ１０における検出結
果に基づいて、車両と接触する可能性がある物体（以下「障害物」という）が走行路内に
存在するか否かを判別する。なお、障害物の検出方法は本願の出願時点で既に公知である
ので詳細な説明を省略する。障害物の検出方法については、例えば、特開２０００－２０
７６９３号公報に開示されているので、必要ならば参照されたい。このステップ１１にお
いて肯定判定された場合、すなわち、障害物が存在する場合には、ステップ１２（Ｓ１２
）に進む。一方、ステップ１１において否定判定された場合、すなわち、障害物が存在し
ない場合には、ステップ１０の処理に戻る。
【００２９】
　ステップ１２において、障害物検出部３１は、障害物と自車両との間の距離および障害
物と自車両との相対速度に基づいて、ステップ１１の処理により確認された障害物に自車
両が接触するまでの時間を接触予測時間Ｔttcとして算出する。障害物と自車両との間の
距離はレーダ２０からの入力情報により算出でき、自車両と障害物の相対速度は例えば算
出された距離を時間微分することによって算出することができる。
【００３０】
　ステップ１３（Ｓ１３）において、回避軌道生成部３４は、接触予測時間Ｔttcが予め
設定された第１の判定時間Ｔth1以下であるか否かを判別する。このステップ１３におい
て肯定判定された場合、すなわち、接触予測時間Ｔttcが第１の判定時間Ｔth1以下である
場合には、ステップ１４（Ｓ１４）に進む。一方、ステップ１３において否定判定された
場合、すなわち、接触予測時間Ｔttcが第１の判定時間Ｔth1以下でない場合には、ステッ
プ１０の処理に戻る。
【００３１】
　接触予測時間Ｔttcが第１の判定時間Ｔth1以下でない場合、換言すれば、自車両が障害
物に接触するまでの時間が比較的長い場合には、一般に、その後の運転者による車両操作
によって障害物との接触が回避される可能性がある。したがって、接触を回避するための
走行制御を実行する必要性がなくなる可能性が高い。これより、走行制御を実行する必要
性がないようなシーンであるにも係わらず、後述する走行制御が実行されることを抑制す
る。そのため、コントローラ３０の処理負荷の低減を図ることができる。そのため、ステ
ップ１３の判定処理では、このような判断を行うための第１の判定時間Ｔth1が、実験や
シミュレーションを通じて設定されている。
【００３２】
　ステップ１４において、回避軌道生成部３４は、検出された障害物と、検出された自車
両の運動状態とに基づいて、障害物との接触を回避するための走行軌道を回避軌道として
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複数生成（算出）する。本実施形態において、回避軌道生成部３４は、操舵によって障害
物との接触を回避する回避軌道をそれぞれ生成する。具体的には、図４に示すように、左
方向への操舵によって障害物との接触を回避する回避軌道Ｒ１と、右方向への操舵によっ
て障害物との接触を回避する回避軌道Ｒ２とをそれぞれ生成する。同図において、「Ｃ」
は自車両を示し、「Ｏ」は矢印方向（軌道直交方向）に移動する障害物を示す。
【００３３】
　個々の回避軌道Ｒ１，Ｒ２を生成する場合、回避軌道生成部３４は、自車両の運動状態
と自車両のタイヤ特性とに基づいて、障害物との接触を回避するために自車両に付与すべ
き横加速度を設定する。そして、回避軌道生成部３４は、設定された横加速度によって障
害物との接触を回避できるか否かを判断する。回避軌道生成部３４は、横加速度により接
触を回避可能と判断した場合には、当該横加速度に対応する回避軌道を走行路の範囲内で
算出する。この場合、回避軌道生成部３４は、走行路の範囲から外れる回避軌道は生成し
ない。一方、回避軌道生成部３４は、横加速度により接触を回避できないと判断した場合
には、回避軌道を生成しない。
【００３４】
　ステップ１５（Ｓ１５）において、回避軌道選択部３５は、運転者による何らかの操作
があったか否かを判断する。回避軌道選択部３５は、運転操作検出部３３において検出さ
れる操作量、具体的には、操舵角を参照して、運転者による操舵操作が行われたか否かを
判断する。操舵操作の有無の判断方法は、例えば、ステップ１４において回避軌道が算出
されたタイミングにおける操舵角から、左右いずれの方向に操舵角が変化したか否かを検
出するといった如くである。また、単に操舵方向だけでなく、回避軌道が算出されたタイ
ミングにおける操舵角を基準として、操舵角変化が所定のしきい値以上生じたか否かを判
断してもよい。さらに、操舵角変化の代わりに、操舵角速度または操舵角加速度が所定の
しきい値以上変化したことを判断してもよい。このステップ１５において否定判定された
場合、すなわち、運転者による操作がない場合には、ステップ１６（Ｓ１６）に進む。一
方、ステップ１５において肯定判定された場合、すなわち、運転者による操作があった場
合には、ステップ１７（Ｓ１７）に進む。
【００３５】
　ステップ１６において、回避軌道選択部３５は、ステップ１２の処理により算出された
接触予測時間Ｔttcが、接触予測時間Ｔth2以上であるか否かを判断する。ここで、図４の
地点Ｐ１，Ｐ２に示すように、各回避軌道に追従する走行制御を行うための制御開始地点
は、回避軌道に応じて異なる。上述の接触予測時間Ｔth2は、制御開始地点が障害物から
最も近い位置となる回避軌道について、その制御開始地点に車両が到達した際の接触予測
時間である（図４に示す例では、地点Ｐ２における接触予測時間）。このステップ１６に
おいて肯定判定された場合、すなわち、接触予測時間Ｔttcが接触予測時間Ｔth2以上であ
る場合には、ステップ１５の処理に戻る。一方、ステップ１６において否定判定された場
合、すなわち、接触予測時間Ｔttcが接触予測時間Ｔth2よりも小さい場合には、ステップ
１７の処理に進む。
【００３６】
　ステップ１７において、回避軌道選択部３５は、生成されている複数の回避軌道のなか
から、回避軌道を選択する。具体的には、回避軌道選択部３５は、運転者によって操作が
行われている場合には、複数の回避軌道Ｒ１，Ｒ２の中から、運転者の操作に適合する回
避軌道を選択する。例えば、運転者によって右方向の操舵が行われている場合には、右方
向の操舵に適合する回避軌道Ｒ２を選択するといった如くである。一方、運転者によって
操作が行われていない場合には、運転者が操作を開始する地点が、いずれの回避軌道Ｒ１
，Ｒ２に関する制御開始地点Ｐ１，Ｐ２よりも障害物に近い状態となる。そこで、回避軌
道選択部３５は、複数の回避軌道Ｒ１，Ｒ２の中から、制御開始地点Ｐ１，Ｐ２が最も障
害物に近い回避軌道を選択する。
【００３７】
　ステップ１８（Ｓ１８）において、走行制御部３９は、選択された回避軌道に基づいて
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、走行制御を開始する。具体的には、走行制御部３９は、走行制御部３９は、操舵アクチ
ュエータ４０の制御を開始する。
【００３８】
　ステップ１９（Ｓ１９）において、走行制御部３９は、選択された回避軌道に基づいて
、例えば２輪モデルを用いて、車両が回避軌道に追従するための目標操舵角を算出する。
そして、走行制御部３９は、目標操舵角と現在の操舵角との偏差（操舵角偏差）を検知し
、この操舵角偏差を減少させるための制御量として、操舵アクチュエータ４０に対する指
令トルクを算出する。なお、目標操舵角に追従するような指令トルクの算出方法に関して
、様々な方法が挙げられ、本願の出願時点で既に公知であるので詳細な説明を省略する。
なお、目標操舵角の算出方向は、選択された回避軌道から、車両のヨーレートセンサ２３
と車輪速センサ２５からの入力情報のみを利用して、目標操舵角を近似的に算出してもよ
い。また、選択された回避軌道は、最初から目標操舵角であってもよい。
【００３９】
　ステップ２０（Ｓ２０）において、リスク演算部３６は、障害物の検出結果および車両
の運動状態の検出結果に基づいて、選択された回避経路に対応するリスクを演算する。こ
のリスクは、上述した通り、軌道直交方向に延在する所定範囲における障害物との接触可
能性を示す指標であり、前方に障害物がない範囲において小さい値となり、前方に障害物
がある範囲において大きい値となるように設定される。例えば、正規化したリスクを用い
た場合、障害物がない範囲におけるリスクは０が設定され、障害物がある範囲におけるリ
スクは１が設定される。その間の範囲においては、例えば、図７（ａ），（ｂ）に示すよ
うに、「０」と「１」との間を適宜に結ぶようにリスクを設定してもよい。
【００４０】
　ステップ２１（Ｓ２１）において、制御抑制部３７は、障害物検出部３１の検出結果を
利用して、障害物に対する車両の相対位置を算出する。そして、制御抑制部３７は、演算
したリスクの位置関係と比較して現在のリスクを求め、このリスクに基づいて制御量、具
体的には、ステップ１９で算出した指令トルクに対する補正量（具体的には、ステップ１
９の指令トルクを抑制するための補正量）を算出する。具体的には、制御抑制部３７は、
リスクが低い程、目標操舵角へ追従する指令トルクが弱くなるように、指令トルクに対す
る補正量を大きく算出する。これにより、リスクが低いシーンでは、運転者は車両の軌道
を自ら修正可能となる。一方、制御抑制部３７は、リスクが高い程、目標操舵角へ追従す
る指令トルクが弱くならないように、指令トルクに対する補正量を小さく算出する。リス
クが高いシーンでは、運転者は車両の軌道を修正することが困難となる。このような観点
から、指令トルクに対する補正量は、リスクの増加に応じて小さくなるような関係に設定
されている。例えば、図６に示すように、指令トルクに対する補正量（Ｔta）は、リスク
（Ｒ）に応じて線形的に変化するようなものであってもよい。また、図７（ａ）に示すよ
うに、指令トルクに対する補正量（Ｔta）は、リスク（Ｒ）に応じて非線形的に変化する
が、反比例的に変化することで、上述の条件を満たすものであってもよい。また、図７（
ｂ）に示すように、指令トルクに対する補正量（Ｔta）は、あるリスク（Ｒ）の範囲では
一定の補正量であるが、これがリスクの増加とともに段階的に小さくなるようなものであ
ってもよい。
【００４１】
　ステップ２２（Ｓ２２）において、操舵反力調整部３８は、選択された回避軌道に対す
る車両の追従状況を運転者に認識させるべく、ステップ１９で算出した指令トルクに対す
る補正量（具体的には、操舵反力を調整するための補正量（制御量））を算出する。通常
に、走行制御部３９は、車輪の操舵角が目標操舵角と対応した時の回転位置を基準位置と
して、この基準位置からの操舵角の増加に応じて操舵反力が増加するように操舵反力を制
御している。操舵反力調整部３８は、ステップ１９の演算における目標操舵角に対して現
在の操舵角の偏差（操舵角偏差）が大きい程、基準位置からの操舵角の増加に応じた操舵
反力の増加量が通常時よりも大きくなるように補正量を演算する。これにより、操舵角偏
差が大きい場合には、選択された回避軌道から外れることを運転者に認識させることがで
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きる。一方、操舵角偏差が小さい場合には、操舵反力が通常時のそれと比較して大きくな
りすぎることがない。そのため、運転者に自由な操舵操作を許容できるので、運転者が覚
える違和感を低減することができる。このような観点から、操舵反力は、車輪の操舵角が
目標操舵角と対応した時の回転位置を基準位置として、目標操舵角に対する偏差に対し比
例関係となるように設定されている。例えば、図８に示すように、操舵反力は、目標操舵
角の偏差に応じて線形的に変化するような関係であってもよい。
【００４２】
　ステップ２３（Ｓ２３）において、走行制御部３９は、ステップ１９において演算され
た指令トルクと、ステップ２１，２２においてそれぞれ演算された補正量とに基づいて、
最終的な指令トルクを算出する。具体的には、走行制御部３９は、指令トルクと、各補正
量とを加算することにより、最終的な指令トルクを演算する。そして、走行制御部３９は
、最終的な指令トルクから、アシストモータを駆動するために必要な指令電流に変換し、
これを制御指令として操舵アクチュエータ４０に出力する。操舵アクチュエータ４０が制
御指令に応じて動作することにより、操舵制御が行われる。
【００４３】
　ステップ２４（Ｓ２４）において、障害物検出部３１は、障害物に対する回避が終了し
、障害物との接触の可能性がなくなったか否かを判断する。このステップ２４において肯
定判定をされた場合、すなわち、接触の可能性が無いと判断された場合には、ステップ１
０へ戻る。この場合、走行制御部３９は、回避軌道選択部３５が選択した回避軌道に車両
を追従させる走行制御を終了する。一方、ステップ２４において否定判定をされた場合、
すなわち、接触の可能性があると判断された場合には、ステップ１９に示す処理に戻る。
【００４４】
　このように本実施形態において、リスク演算部３６は、選択された回避軌道を処理対象
として、回避軌道と略直交方向に延在する所定範囲における障害物との接触可能性をリス
クとして演算する。また、制御抑制部３７は、演算されるリスクに応じて、走行制御部３
９による走行制御を抑制する。また、操舵反力調整部３８は、選択された回避軌道に対す
る自車両の走行状況（具体的には、操舵角偏差）に応じて、運転者の操舵操作に対する操
舵反力を調整する。
【００４５】
　かかる構成によれば、実際の軌道と、選択した回避軌道とに偏差が生じていても、リス
クが小さい場合には、制御抑制量が大きくなるので、走行制御による操舵介入量が小さく
なる。そのため、運転者自身が認識する外界の状況に応じた運転者の操舵と、制御介入に
よる操舵との間に生じるギャップが抑制される。これにより、運転者が覚える違和感の低
減を図ることができる。また、このような違和感を低減した走行制御を行った場合でも、
選択された回避軌道に対する自車両の走行状況に応じて、操舵反力を付与することで、ハ
ンドルを介して運転者に回避軌道を認識させることができる。また、運転者の操作を違和
感が小さい回避軌道に誘導して、運転者の操作介入量を増やすことができる。
【００４６】
　また、本実施形態において、走行制御部３９は、選択された回避軌道に基づいて、車両
が回避軌道に追従するための目標操舵角を算出し、算出された目標操舵角と現在の車輪の
操舵角との操舵角偏差を減少させるための指令トルク（制御量）を算出する。そして、走
行制御部３９は、この算出された指令トルクに基づいて、自車両を走行制御する。かかる
構成によれば、偏差に対応する指令トルクを与えるため、指令トルクの絶対値を小さくす
ることができ、運転者が覚える違和感を低減することができる。また、制御抑制部３７に
より走行制御が抑制された状態においては、車両は緩やかに選択された回避軌道に近づく
ことになる。このため、運転者は、操舵操作子（ハンドル）を介して、１本の目標とする
回避軌道に向かって違和感なく誘導されていると感じ、安心感を得ることができる。
【００４７】
　また、本実施形態において、操舵反力調整部３８は、操舵角偏差が大きい程、基準位置
からの操舵角の増加に応じた操舵反力の増加がさらに大きくなるような調整を行っている
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。かかる構成によれば、運転者は、操舵反力から直感的に回避経路を認識することができ
る。そのため、運転者に違和感を覚えさせることなく、運転者の操作を回避軌道へ誘導す
ることができる。また、操舵反力は目標操舵角からの偏差に応じて増加するため、運転者
がパニックに陥ってしまうような状況であっても不要な操舵操作を抑制することができる
。
【００４８】
　なお、本実施形態では、ステップ１０の処理において、走行路内に存在する物体を障害
物として検出していたが、走行路内か否かを考慮せず、例えば自車両前方の所定の領域内
に存在する物体を障害物として検出してもよい。
【００４９】
　また、ステップＳ１４で操舵反力を算出するために、ステップ２０において算出される
リスクを用いてもよい。この場合、リスクの低い範囲では、操舵反力を小さくし、または
パワーステアリング特性が持っている操舵反力に設定してもよい。一方、リスクの高い範
囲では、操舵反力を非常に大きくし、運転者が操舵しにくくすることで、運転者のミスに
よる操舵操作を抑制するようにしてもよい。
【００５０】
（第２の実施形態）
　図９は、第２の実施形態にかかる車両の走行制御装置１０の構成を示すブロック図であ
る。本実施形態にかかる車両の走行制御装置１０およびその制御方法が、第１の実施形態
のそれと相違する点は、走行制御として操舵制御のみならず制動制御を行うことである。
なお、第１の実施形態と重複する説明は省略することとし、以下相違点を中心に説明を行
う。本実施形態において、車両の走行制御装置１０には、第１の実施形態に示す構成に加
え、ブレーキアクチュエータ４１が追加されている。ブレーキアクチュエータ４１は、例
えば、車両のホイールシリンダに供給される制動液圧を制御するアクチュエータであり、
このブレーキアクチュエータ４１を制御することにより、車輪に制動力を発生させて車両
の制動動作を行うことができる。
【００５１】
　図１０は、第２の実施形態にかかる走行制御方法を示すフローチャートである。本実施
形態の制御方法では、第１の実施形態と比較して、ステップ２５（Ｓ２５）の処理が、ス
テップ１９の処理とステップ２０の処理との間に追加的に実行される。
【００５２】
　ステップ２５において、走行制御部３９は、車両が目標操舵角に追従することで、障害
物を回避するのに必要な横力やヨーレートに妨げない程度に、必要な減速度を設定する。
走行制御部３９は、設定された減速度に必要な液圧指令値を演算し、これを制御指令とし
てブレーキアクチュエータ４１に出力する。ブレーキアクチュエータ４１が制御指令に応
じて動作することにより、制動制御が行われる。
【００５３】
　このようの本実施形態によれば、制動制御を加えることにより、障害物を回避するため
の走行制御をより有効に行うことができる。
【００５４】
　なお、ステップ２５の処理では、ブレーキアクチュエータ４１の液圧指令値をアクチュ
エータが許容する最大指令値値圧に設定しもよい。また、ブレーキアクチュエータ４１の
液圧指令値は減速をさせるために、ある一定値に設定してもよい。
【００５５】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態にかかる車両の走行制御装置１０およびその制御方法が、第１の実施形
態のそれと相違する点は、操舵反力を演算する際の手法である。なお、第１の実施形態と
重複する説明は省略することとし、以下相違点を中心に説明を行う。本実施形態において
、車両の走行制御装置１０の構成は、第１の実施形態と同様である。
【００５６】
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　図１１は、第３の実施形態にかかる走行制御方法を示すフローチャートである。本実施
形態の制御方法では、第１の実施形態と比較して、ステップ２６（Ｓ２６）の処理が追加
されており、この処理がステップ１９からステップ２１までの処理と並列的に実行される
。
【００５７】
　ステップ２６（Ｓ２６）において、走行制御部３９は、運転操作検出部３３によって検
出される操舵トルクセンサ２７からの入力情報を利用して、運転者の操舵状況に応じて操
舵反力を調整する。具体的に、操舵トルクセンサ２７によって検出される操舵トルクが大
きい場合、運転者は積極的にハンドル操作を行っているか、もしくは、目標操舵角と比し
て十分に大きい操舵操作をしたいことが考えられる。そこで、走行制御部３９は、これに
応じて操舵反力を弱くする。これにより、運転者によるハンドル操作のしやすさの向上を
図ることができる。一方、操舵トルクセンサ２７によって検出される操舵トルクが小さい
場合、運転者はあまりハンドル操作をしていないか、もしくは、目標操舵角とほとんど一
致する操舵操作をしていることが考えられる。そこで、走行制御部３９は、これに応じて
操舵反力を強くする。これにより、運転者がハンドルの安定感を得ることができる。
【００５８】
　なお、ステップ２６では、操舵トルクセンサ２７に対する操舵反力の変化を参照してい
るが、追加情報として車輪速センサ２５からの入力情報も利用してもよい。例えば、車輪
速の増加に応じて操舵反力も大きくすることで、高速におけるハンドルの安定感を実現す
ることができる。これにより、高速走行における安定感を運転者に伝えることができる。
【００５９】
　なお、上述した各実施形態において、コントローラ３０の障害物検出部３１は、自車両
の前方に存在する障害物を検出する機能を担うものであるが、広義において、レーダ２０
、カメラ２１および画像処理装置２２も同様の機能を担う手段として機能する。また、運
動状態検出部３２は、自車両の運動状態を検出する機能を担うものであるが、広義におい
て、ヨーレートセンサ２３、Ｇセンサ２４、車輪速センサ２５も同様の機能を担う手段と
して機能する。さらに、操作量検出部３３は、運転者による自車両の操作を検出する機能
を担うものであるが、広義において、操舵角センサ２６および操舵トルクセンサ２７も同
様の機能を担う手段として機能する。
【符号の説明】
【００６０】
　１０…走行制御装置
　２０…レーダ
　２１…カメラ
　２２…画像処理装置
　２３…ヨーレートセンサ
　２４…Ｇセンサ
　２５…車輪速センサ
　２６…操舵角センサ
　２７…操舵トルクセンサ
　３０…コントローラ
　３１…障害物検出部
　３２…運動状態検出部
　３３…運転操作検出部
　３４…回避軌道生成部
　３５…回避軌道選択部
　３６…リスク演算部
　３７…制御抑制部
　３８…操舵反力調整部
　３９…走行制御部
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　４０…操舵アクチュエータ
　４０，４１…アクチュエータ
　４１…ブレーキアクチュエータ

【図１】

【図２】

【図３】
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